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○
国
土
交
通
省
令
第

号

港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
号

）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
十
項
及
び
附
則
第
三
十
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
、
第
七
号
を
削
り

、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前

各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

旅
客
施
設

第
一
条
の
二
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

野
積
場

第
一
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

移
動
式
施
設
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第
一
条
の
三
か
ら
第
一
条
の
五
ま
で
を
削
り
、
第
一
条
の
六
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
七
を
第
一
条
の
四
と

す
る
。

第
十
五
条
の
二
の
四
中
「
重
要
国
際
埠
頭
施
設
」
を
「
重
要
国
際
埠
頭
施
設
」
に
改
め
る
。

ふ

第
十
五
条
の
十
第
一
項
中
「
外
国
貿
易
船
」
の
下
に
「
（
外
国
貿
易
の
た
め
本
邦
と
外
国
の
間
を
往
来
す
る
船
舶
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
四
第
一
号
ニ
中
「
道
路
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

法
附
則
第
三
十
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
国
際
拠

点
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

埠
頭
を
構
成
す
る
係
留
施
設
の
総
延
長
が
お
お
む
ね
千
メ
ー
ト
ル

二

少
な
く
と
も
一
の
係
留
施
設
等
（
外
国
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
（
一
定
の
日
程
表
に
従
つ
て
就
航
す
る
コ
ン
テ

ナ
貨
物
の
運
送
に
係
る
外
国
貿
易
船
を
い
う
。
）
の
使
用
の
一
単
位
に
係
る
埠
頭
を
構
成
す
る
係
留
施
設
及
び
荷

さ
ば
き
地
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
面
の
泊
地
の
水
深
が
十
五
メ
ー
ト
ル

三

少
な
く
と
も
一
の
前
号
に
掲
げ
る
規
模
以
上
の
係
留
施
設
等
を
含
む
連
続
す
る
三
の
係
留
施
設
等
の
奥
行
き
（

当
該
係
留
施
設
等
の
総
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
当
該
係
留
施
設
等
に
係
る
係
留
施
設
の
総
延
長
（
単

位

メ
ー
ト
ル
）
で
除
し
て
得
た
も
の
を
い
う
。
）
が
お
お
む
ね
五
百
メ
ー
ト
ル
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９

法
附
則
第
三
十
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
国
際
拠
点
港
湾
に
お
け
る
年
間
の
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量
及
び
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
取
扱
い
に
よ
る
地
域
経
済
の

発
展
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
が
、
国
民
経
済
上
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
埠
頭
の
機
能
の
高
度
化
に
よ
る
当
該
国
際
拠
点
港
湾
の
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
港
湾
管
理
者
そ
の

他
の
行
政
機
関
と
当
該
埠
頭
の
運
営
者
そ
の
他
の
民
間
事
業
者
と
の
連
携
協
力
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

三

当
該
埠
頭
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

四

当
該
埠
頭
と
道
路
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
一
般
国
道
と
の
連
絡
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

五

当
該
埠
頭
の
近
傍
に
お
い
て
、
輸
送
、
保
管
、
荷
さ
ば
き
、
流
通
加
工
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
に
係
る
業
務
を

行
う
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確
保
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第

二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


